
愛知県障害者基礎調査について 

 

 

１ 趣旨・目的 

○ 障害者基本法第 11 条第 2 項に基づき、都道府県は、国が策定する障害者基本計画

を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道

府県における障害者のための施策に関する基本的な計画（「都道府県障害者計画」）

を策定しなければならないとされている。 

○ 本県では、過去 2 回の障害者計画策定の際に、本県の障害者の状況を把握するた

め、「愛知県障害者基礎調査」を実施している。 

◯ 現行の「あいち健康福祉ビジョン 2020」（本県障害者計画に位置づけ）が、2020

年度末で計画期間満了となるため、2020 年度中に次期障害者計画の策定作業を行う

必要があるが、調査結果を当該計画に反映するためには、2019 年度中に調査を実施

し、調査結果をとりまとめる必要がある。 

 

＜参考＞愛知県障害者計画について 

① 策定の趣旨 

      全ての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ

がえのない個人として尊重され、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現に向け、障害のある人の自立及び社会参加の支援等のための施策

を総合的かつ計画的に実施するため（分野を横断する総合的な計画）。 

② 策定経過 

策定年度 計画名 計画期間 基礎調査の実施 

2000 年度 
「21 世紀あいち福祉ビジョン」策定 

（第 1 次愛知県障害者計画） 

2001 

～2010年度 
実施なし 

2010 年度 
「あいち健康福祉ビジョン」策定 

（第 2 次愛知県障害者計画） 

2011 

～2015年度 

実施あり 

（2010 年度） 

2015 年度 
「あいち健康福祉ビジョン 2020」策定 

（第 3 次愛知県障害者計画） 

2016 

～2020年度 

実施あり 

（2015 年度） 

2020 年度 
「次期障害者計画（名称未定）」策定 

（第 4 次愛知県障害者計画） 
未定 

実施予定 

（2019 年度） 

※今回の調査 

 

２ 実施の方針について 

 ◯ 2020 年度の「第 4 次愛知県障害者計画」策定に向け、2019 年度中に、愛知県障害者

基礎調査を実施し、当該年度中に調査結果をとりまとめる。 

 ◯ 調査の実施フレーム（調査方法・対象）については、基本的には、前回の調査（2015

年度実施）と同様の形とする。ただし、県障害者施策審議会及び県障害者自立支援協

議会での御意見を踏まえ、予算の範囲内（当初予算額：2,884 千円）で適宜変更する。 

 ◯ 調査項目については、前回の調査時の項目をベースに、県障害者施策審議会及び県

障害者自立支援協議会での御意見を踏まえ、追加・削除を行う。 

 



３ 事業の内容（案）・・・前回調査からの変更点（下線部分） 

  各方面からの意見を踏まえ変更（意見及び県の考え方については、別紙１を参照） 

（１）実施方法 

   一般競争入札により事業者に委託の上、実施する。 

（２）委託内容 

  ・調査票の作成（通常版 3,100 部、点字版 50 部、音声版 50 部、拡大文字版 50 部） 

  ・調査票の郵送（宛名ラベルは県が作成）・回収・集計 

  ・調査期間中の問合せ対応 

  ・報告書の作成 

（３）調査方法・対象 

   県内の障害者 3,100 人に対して、調査票を郵送または手渡しし、調査する。事前に

障害者団体に調査協力依頼するなど、回収率の向上に努める。 

    ◆調査数：3,100 人（対象の内訳は以下のとおり） 

     ①身体障害者：1,500 人（政令・中核市を除く手帳所持者から抽出。肢体 700、

内部 500、視覚 100、聴覚 150、音声言語 50 とする。） 

     ②知的障害者： 400 人（政令市を除く手帳所持者から抽出） 

     ③精神障害者： 400 人（政令市を除く手帳所持者から抽出） 

     ④発達障害者： 400 人（精神医療センター受診者及び政令市を除く発達障害関

係団体会員から抽出） 

          ⑤難病患者 ： 400 人（政令市を除く難病法に基づく特定医療費助成制度受給者 

から抽出） 

   ＜参考＞ 

     前回調査時の回収率：51.2%（1,281 通/2,500 通） 

（４）調査項目及び調査内容 

   住まい・暮らし、生活支援、教育、医療、情報・コミュニケーション、人権、就労、

収入、文化芸術・スポーツ、防災・防犯等、幅広い分野について調査を行う。 

  ※調査項目案については別紙２を、調査内容（調査票案）については別紙３を参照。 

（５）調査時期 

   調査：2019 年 10 月頃、調査のとりまとめ：2020 年 2 月頃 
 

４ 今後のスケジュール（予定） 

年月 内容 

2019 年 7 月 19 日 ・令和元年度第 1 回愛知県障害者自立支援協議会 

 （【意見聴取】調査項目・内容について） 

2019 年 8 月 2 日 ・令和元年度第 1 回愛知県障害者施策審議会 

 （【意見聴取】調査項目・内容について） 

2019 年 9 月 一般競争入札（委託事業者の募集） 

2019 年 10～11 月 調査の実施 

2019 年 12 月～ 

2020 年 1 月 

・令和元年度第 2 回愛知県障害者施策審議会 

 （【報告】調査結果の速報値について） 

2020 年 2 月 調査のとりまとめ 

2020 年 2～3 月 ・令和元年度第 2 回愛知県障害者自立支援協議会 

 （【報告】調査結果について） 

・令和元年度第 3 回愛知県障害者施策審議会 

 （【報告】同上） 

 

資料１ 


